宮崎県弁護士会緊急ボランティア支援基金に対するQ＆A
Q;この基金の設置目的、趣旨はどのようなものでしょうか？
A;本基金の設置目的は、口蹄疫被害防止のため、被害発生地の行政機関等からの要請に応じ、県内外からボランティアとして被害現場において活動していただく人々についての経済的支援を目的に設立されました（宮崎県弁護士会緊急ボランティア支援基金規則第２条）。
Q;ボランティアの募集、確保についてはどのように取り組む予定でしょうか？
A;現在、弁護士会ではNPO法人みんなのくらしターミナル（代表理事 初鹿野聡　氏）「宮崎ボランティアネットワーク」と協定しボランティアの募集を受け付けています。下記の問い合わせ先にお尋ねいただき、登録申込書により登録していただければボランティアの必要に応じて、登録された連絡先に募集条件を通知いたします。募集条件に合致し現地で活動していただくことになり、現実に行われたボランティア活動に関して支援を実施することを予定しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　記
　NPO法人　みんなのくらしターミナル「宮崎ボランティアネットワーク｣事務局
〒８８９－１６０５　宮崎県宮崎市清武町加納乙２４３－３
TEL･FAX：０９８５－８８－１０５７　メール：mvn@minnanokurashi.org
ホームページアドレス　http://minnanokurashi.org
※ホームページ上に、応募ボランティア募集に関する詳細や応募フォームがありますので、ご利用下さい。
Q;他の募金との違いを教えてください。
A;義捐金、募金は被害にあった牧場、農家への経済的支援を目的としているものになります。従って各牧場、農家へ支援が届くまでに若干の期間を要します。
　それに対し、本基金は、口蹄疫被害の現場（牧場、農家）における作業に対する支援基金になります。被害地の要望に迅速に対応する体制を整えるため必要な経費を支出することになり、一日でも早い事態の収束を目指すものとなります。
Q;この基金の具体的な使い道を教えてください。　
A;今回の口蹄疫被害現場の現地作業については、事態の深刻性に鑑み、専門性と専従性の高いものと考えております。また、埋設に関する重機などの経費が発生することを想定しております。今後作業内容に応じて協定先ごとに詳細が決まることになりますが、現在では以下のようなことを支援に必要な支出と考えております。
　･作業員に対する日当補助及び現地への移動経費と現地での滞在費
　･作業に必要な備品、重機などの手配に必要な経費
 ・事務経費
Q;この基金から牧場、農家の方々への募金、義捐金への寄付は行わないのでしょうか。
A；まずは現地作業に関する経済的支援支出を優先させていただきます。その後事態が収束に向かったところで、当会の総会決議に基づき基金に余剰があれば募金、義援金への拠出を検討することになります。
Q;これから、この基金への寄付は展開していくのでしょうか？
A：支援が必要な対象事業が存在する限り幅広く募金を募り、お寄せいただいた財源を活用して支援活動を継続していきたいと考えています。すでに全国の弁護士会、弁護士に向けて本基金への募金をお願いしています。また宮崎県中小企業家同友会からも全国各地の会員に向け本基金への募金活動を呼びかけていただける旨のお申し出をいただいています。一日も早く口蹄疫の流行が終息し、宮崎県下の畜産業が活気を取り戻すことを祈念しております。一人でも多くの皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
